
第１章 事 務 取 扱 要 領 
 

１ 下水道の役割と目的 

（１）生活環境の改善 

   下水道を整備することにより、くみ取り便所は水洗便所になり、悪臭や

ハエ等の発生源、及び伝染病の発生の可能性がある汚水を速やかに排除す

ることにより、快適な生活と良好な環境が得られます。 

（２）浸水の防除 

   下水道は、雨水を速やかに排除して浸水をなくし、住民の貴重な生命や

財産を守る役割をもっています。また、雨水の地下への浸透や貯留能力が

減少して雨水の流出量が増大するようになり在来の雨水排除施設では排除

しきれずに浸水被害を招いている例が多く、雨水排水施設の拡張や雨水の

浸透、一時貯留などが実施されています。 

（３）公共用水域の水質保全 

下水道は、直接公共用水域に放流されていた汚水を処理してから放流する

ものであり、公共用水域の水質汚濁防止に最も大きな効果が期待できる施設

です。 

 

２ 公共下水道と排水設備 

公共下水道は、原則として地方公共団体が公費をもって公道等に設けるも

のですが、排水設備は、原則として個人、事業場等が、私費をもって自己の

敷地内に設けるものです。排水設備は、公共下水道の排水区域内の土地の所

有者、使用者又は占用者が設置しなければならないものです。 

 汚水を排除する排水設備の範囲については、給水栓を受ける衛生器具及び

水洗便所のタンクに接続している洗浄管からとし、衛生器具、トラップ、阻

集器、排水槽、ディスポーザ及び除害施設を含みます。また、洗濯機及び冷

蔵庫等は排水管に直接接続されていないので、これから出る汚水を受ける排

水管から排水設備とします。 

雨水を排除する排水設備は、雨水を受ける設備すなわちルーフドレン、雨

どい、排水管、排水溝又は雨水桝とします。 
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３ 排水設備の設置 

  公共下水道の供用が開始された場合は、排水設備の設置義務者は、遅滞な

く排水設備を設置しなければなりません。ただし、特別の事情により公共下

水道管理者の許可を受けた場合、その他政令で定める場合においては、この

限りではありません。 

（１）排水設備の設置義務者 

  公共下水道の供用を開始したときの排水設備の設置義務については、下

水道法第１０条第１項に規定されており、排水設備を設置しなければなら

ない者は、次のとおり定められています。 

ア 建築物の敷地である土地にあっては、その建築物の所有者 

イ 建築物の敷地でない土地（ウを除く。）にあっては、その土地の所

    有者 

ウ 道路（道路法による「道路」をいう）その他の公共施設（建築物を

    除く。）を管理すべき者 

なお、くみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、法第１１

 条の３第１項によって処理開始の日から３年以内にその便所を水洗便

 所に改造しなければならなりません。 

（２）排水設備工事の実施者 

排水設備の新設、増設、改築等（以下「新設等」という。）の工事及び

処理区域内における水洗便所の改造工事は、公共下水道管理者の指定する工

事店（以下「指定工事店」という。）に行わせないといけません。 

ア 指定工事店制度 

排水設備の工事は、政令第８条に規定されている構造の技術上の基準

に適合した施工がされなければなりませんが、その適正な施工を確保す

るために、排水設備の新設等の工事及び水洗便所への改造工事は、一定

の技術力を持ったもの（責任技術者）が専属する指定工事店でなければ

行うことができません。指定工事店としてあるまじき行為をしている業

者については、平塚市公共下水道指定工事店等に関する規則に従い指定

の取り消し又は停止処分をすることがあります。 

 

（３）排水設備の計画確認 

公共下水道管理者は、排水設備の新設等について、それを行おうとする者

（設置義務者）からの条例等で定める排水設備新設等確認申請書等の必要書

類を提出させ工事の着手前に、その計画が法令等の規定に適合していること

を確認し「確認の通知」を行います。また、計画の変更の場合も同様です。 
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（４）排水設備の完了検査 

排水設備の工事が完了したときは、公共下水道管理者は条例等によって排

水設備棟完成届等を提出させ、完成届の内容に基づき工事が適正に行われた

かを検査し、申請内容に適合すると認めたときは検査済証を交付します。 

  

 

 

 

 



- 4 - 

 

４ 工事の進め方 

  排水設備設置義務者から工事依頼を受け、工事費の精算までの流れは下図

のようになります。これらの手順に従って一連の事務を進めることになりま

す。 

 

工事の進め方 
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（１）排水設備新設等確認申請書 

排水設備設置義務者から工事の依頼を受け現地調査を完了したあとで、工

事依頼者に代わって申請書を提出することになります。したがって、所定の

欄を工事依頼者に記入捺印してもらい、排水設備等設計図と併せて下水道経

営課へ提出します。提出は、工事着手の１４日前までとしています。なお、

ここで注意することは、あくまでも工事については工事依頼者と指定工事店

との契約であり、見積金額については工事依頼者の了解を得ておかなければ

なりません。 

（２）排水設備新設等確認通知書 

排水設備新設等確認申請書を総合的に審査し、確認されると指定工事店に

排水設備新設等確認通知書が交付されます。標準審査期間で審査しますので

期日に受け取りに来てください。工事は排水設備新設等確認通知書を受理し

てから着手してください。 

（３）工事着手 

排水設備等設計図を基に施工してください。施工にあたっては『第２章工

事取扱要領』を参照してください。 

（４）排水設備等完成届兼公共下水道使用申告書 

工事完了後、５日以内に工事依頼者に所定の欄に記入捺印してもらい、竣

工図を添付し完成届を提出してください。完成届の提出時に完成検査日が決

定されますので、排水設備設置義務者に連絡をお願いします。 

（５）完成検査 

  検査は、排水設備責任技術者が立会います。鏡又はライト等の検査用具を

持参してください。 

（６）検査済証 

完成検査に合格すると検査済証が交付されます。検査済証は雨どい等の確

認しやすい箇所に張りつけてください。 

（７）工事費の精算 (対象外あり) 

貸付あっせん又は共同排水設備工事費助成金を利用するものについては、

完成検査に合格したあとで、排水設備等工事設計書の精算額により精算する

ことになります。 
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５ 助成金等の制度 (対象外あり) 

  排水設備の必要性、重要性については今まで述べてきたとおりですが、下

水道法第１１条の３では処理を開始すべき日から３年以内に水洗便所への改

造義務等があり、普及促進の意味も含めて平塚市においては助成金、貸付あ

っせん、共同排水設備工事費助成金の制度を設けています。これらの制度を

希望する工事依頼者については、排水設備新設等確認申請書と併せそれぞれ

の申請書に関係書類を付けて提出することになります。助成金、貸付あっせ

んはどちらか一方だけしか受けることができないので注意をしてください。 

（１）助成金 

自己の居住の用に供する家屋、建物の区分所有等に関する法律に規定する

区分所有者の団体が管理する建物（主にマンション）に係る排水設備の設置

及び水洗化をした個人又は団体に１回に限り交付するもので、一律２５,０

００円とします。 

ア 助成金を受けることができるものは次のとおりです。 

（ア）市内に住所を有すること。 

（イ）建物の所有者で、市税、下水道事業受益者負担金若しくは下水道

 事業分担金及び公共下水道使用料を完納していること。 

（ウ）公共下水道の供用（処理）開始の日から３年以内に水洗化工事を

したとき。 

イ 次の場合は、助成金を受けることができません。 

    （ア）法人（マンション等の管理組合法人を除く）や店舗、事務所など 

の建物 

    （イ）新築や増築、改築で建築確認を必要とするもの。 

（ウ）貸付あっせんを受けようとするとき。 

ウ 申請について 

申請書は工事依頼者に所定の欄に記入捺印してもらい請求書及び排水

設備新設等確認申請書と併せて提出してください。 

（２）貸付あっせん 

水洗便所に改造するときの一時的な費用負担を少しでも軽くするため、

  市内の金融機関に改造資金の貸付あっせんをしています。 

ア 貸付あっせんを受けることができるものは次のとおりです。 

（ア）建物の所有者で、本市の市税、下水道事業受益者負担金若しくは

 下水道事業分担金及び公共下水道使用料を完納していること。 

（イ）連帯保証人をたてられること。 

（ウ）公共下水道の供用（処理）開始の日から３年以内に水洗化工事を
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したとき。 

イ 次の場合は、貸付あっせんを受けることができません。 

（ア）法人や店舗、事務所などの建物 

（イ）新築や増築、改築で建築確認を必要とするもの。 

（ウ）助成金を受けようとするとき。 

（エ）破産者 

（オ）銀行取引停止処分を受けている者 

ウ 貸付あっせん額 

     工事費で２００万円まで。（１万円単位）ただし、大工工事、植木

や庭石の移動工事などは、貸付あっせん額から除かれます。 

エ 返済 

（ア）１種（建物の所有者が住んでいる建物） 

                    …………５０箇月以内の均等返済 

（イ）２種（貸家、アパートなど）…………２５箇月以内の均等返済 

       ただし、１種及び２種とも１箇月の返済額は３，０００円以上

とする。 

オ 利息 

無利息とする。（市が金融機関に支払う）ただし、返済の遅れによ

る延滞利息及び延滞損害金は借受人の負担とします。 

カ 連帯保証人の資格 

     次の要件を備え、かつ、保証能力がある者とします。     

（ア）破産者でないこと。 

（イ）未成年者、成年被後見人、被保佐人でないこと。 

       ＊証明として「登記されていないことの証明書」の提出が必要 

    （ウ）神奈川県内に居住していること。 

（エ）本市の市税、下水道事業受益者負担金若しくは下水道事業分担

 金及び公共下水道使用料を滞納していないこと。 

（オ）独立して生計を営んでいること。 

（カ）６５歳以下であること。 

（キ）年間収入が２００万円以上であること。 
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   キ 用意する書類 

     申請書、保証書などのほかに次の書類が必要です。 

書類名 印鑑証明書 身分証明書 所得証明書 
登記されていな 

いことの証明書 

申請者 〇 〇   

連帯保証人 〇 〇 ※〇 〇 

※本市に住所を有しない場合 

※所得証明書は住所のある市区町村、身分証明書は本籍地のある市町

村、登記されていないことの証明書は法務局に問い合わせてくださ

い。 

   ク 申請について 

     申請書、保証書を各自自筆で署名、捺印をしてもらい添付書類を確

認して排水設備新設等確認申請書と併せて提出してください。 

 

（３）共同排水設備工事費の助成 

公共下水道区域内において、私道を通さなければ下水を公共下水道に

排除できないか又は困難である者に対して、その工事費の一部を助成する

ものです。   

ア 助成の対象 

公道に一端以上が接している幅員１.８ｍ以上の私道内に設置するも

ので、しかも所有者（設置義務者）の異なる２棟以上の家屋が、私道を

通さなければ下水を公共下水道に排除できないか又は困難であるものと

します。ただし、新築の場合は対象外です。 

イ 助成率 

共同で使用する部分及び共同部分から各宅地内の取付けますまでに係

る部分の工事に要する費用の６０％を助成します。 

ウ 申請期間                          

 公共下水道の供用開始の日から１年以内に申請する場合に限ります。 

エ 申請者 

設置義務者が申請者となりますが、申請者に対する通知、助成金の交

付は代表者に対して行うので代表者を選出させておいてください。 

オ 助成金の申請 

共同排水設備助成申請書は排水設備新設等確認申請書と併せて提出し

 てください。 
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（ア）添付書類 

ａ 私道の所有者、地上権者等利害関係者の承諾書 

ｂ 請求書 

ｃ 道路標準構造図 

ｄ 施工前の現況写真 

ｅ 公図及び私道の権利関係の分かる書類 

（イ）申請者は、市税、下水道事業受益者負担金若しくは下水道事業

分担金及び公共下水道使用料を完納していること。 

カ その他 

（ア）助成を受けて設置した共同排水設備の使用を新たに希望する 

者があるときは拒むことができない。 

（イ）共同排水設備は設置後６年間は廃止できない。また、共同排水

設備設置後速やかに各敷地内の排水設備を設置すること。 

（ウ）工事は平塚市公共下水道指定工事店でなければできない。 

（エ）共同排水設備の維持管理は使用者が行うものとする。 
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６ 排水設備確認申請に必要な書類及び順序 

（１）請負の場合 

ア 排水設備新設等確認申請書（１部） 

イ 排水設備等設計図（２枚） 

ウ 案内図（１枚） 

（２）助成金の場合 

ア 排水設備新設等確認申請書（１部） 

イ 排水設備等設計図（２枚） 

ウ 案内図（１枚） 

エ 排水設備設置水洗化助成申請書（１部）            

オ 排水設備設置水洗化助成請求書（１部） 

訂正する場合は、申請書で用いた印鑑で訂正印が必要。 

カ 排水設備設置水洗化助成同意書兼調査票（１部） 

（３）貸付あっせんの場合 

  ア 排水設備新設等確認申請書（１部） 

イ 排水設備等工事設計書と排水設備等工事設計書のコピー 

ウ 排水設備等設計図（２枚） 

エ 案内図（１枚） 

オ 排水設備設置水洗化資金貸付あっせん申請書（１部） 

実印の所は実印を押印。捨て印も押す。          

カ 排水設備設置水洗化資金貸付あっせん同意書兼調査票（１部） 

キ 申請者と連帯保証人の印鑑登録証明書 

ク 排水設備設置水洗化貸付あっせん保証書 

・日付は入れる 

・保証書は保証人の実印で、収入印紙は２００円を貼り保証人の実

      印で割り印。 

ケ 身分証明書 

コ 登記されていないことの証明書 
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（４）共同排水設備工事費における助成の場合 

ア 排水設備新設等確認申請書（１部） 

イ 排水設備等工事設計書と排水設備等工事設計書のコピー 

ウ 排水設備等設計図（２枚） 

エ 公共下水道共同排水設備設置承諾書のコピー 

オ 道路標準横断図 

カ 施工前の現況写真 

キ 案内図（１枚） 

ク 特殊材料の見積り 

ケ 共同排水申請書 

コ 公共下水道共同排水設備助成申請書 

サ 公共下水道共同排水設備助成請求書 

共同排水設備工事助成金用。 

シ 公共下水道共同排水設備助成同意書兼調査票 

ス 公共下水道共同排水設備設置承諾書 

土地所有者全員の承諾、共有者も全員必要。 

セ 案内図（１枚） 

ソ 公図のコピー 

私道部分の登記簿謄本等の権利関係が分かる書類のコピー 

 

７ 工事完了に必要な書類 

（１）請負、助成金の場合 

ア 排水設備等完成届兼公共下水道使用申告書（完成届） 

イ 竣工図（２枚） 

ウ 工事写真 

（２）貸付あっせん、共同排水助成の場合 

ア 排水設備等完成届兼公共下水道使用申告書（完成届） 

イ 排水設備等工事設計書 

ウ 排水設備検査票 

エ 竣工図（２枚） 

オ 特殊材料請求書等のコピー 

カ 工事写真 

 

※提出書類は工事完了後５日以内に提出してください。 
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第５号様式（第８条、第１１条、第１２条関係）

(提出先）

平　塚　市　長

　　　　年　　　　　月　　　　　日

申請者（代表）住所 電話

㊞

設置場所の住所 電話

　平　塚　市

2 2 9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

決定区分 検査員名 検査済証番号 年度 整理番号

受付 検査合格 決裁 完結

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

課　長 排水設備担当長 排水設備担当者 総務担当長 総務担当者

□合格　　　　□不合格

（　　　　　　）

検

査

結

果

（　　　　　　）

台帳確認担当者雨水浸透担当者

　Ｎｏ．

（　　　　　）

☐　廃　止

☐　既　存

水　栓　番　号

下

　

経

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

第　　　　　　　　　　　　号

使　用　区　分

建　物　区　分

使　用　水　区　分

汚　水　区　分

☐　開　始

☐　新　築　・　増　築

☐　水道と井戸の併用☐　井　戸

工事完成年月日

☐　水　道（専用・共同）

☐　営　業 ☐　工　業

指定工事店名

Ⅰ・Ⅱ

☐　浴　場 ☐　公共施設☐　家　事

助成

2

☐　その他

下

　

整

）

共同

請負

※

太

枠

内

の

み

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

下

水

道

経

営

課

保

存

-
2（

排水設備等完成届兼公共下水道使用申告書

（注意）この届書は工事完成後５日以内に市へ提出してください。法人の場合は、社印・代表社印を必ず押印してください。

排水設備等の完成を届け出ます。

公共下水道の使用を申告するとともに、上下水道料金一括納付制度により、公共下水道使用料の支払は、水道料金の支払方法と同様にすることに同意します。

・水道の検針票（上下水道使用量のお知らせ）や領収書等から、　２２９（又は２２８）の後に続く６桁の数字を転記してください。

　０で始まる番号であっても、０を省略せず、６桁の番号を記入してください。

・本書１枚で複数の水栓番号を申告する場合（例．集合住宅）は、本欄に“別紙のとおり”と記入し、

　申告する全ての水栓番号が記載された別紙を添付してください。

＊ ＊

認定年月日及び番号 　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

使用開始年月日

氏名（ふりがな）

氏名（ふりがな）

＊-
8

☐　休　止
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６ 排水設備の法体系   

 排水設備に関する法令としては本市の条例、規則等も含めると次のようなも

のが掲げられる。排水設備を設置するためには、以下の法令に規定されている

内容が必要となる。 

 ○下水道法 

  ○下水道法施行令 

  ○下水道法施行規則 

  ○平塚市下水道条例 

  ○平塚市下水道条例施行規則 

  ○平塚市公共下水道指定工事店等に関する規則 

  ○平塚市公共下水道排水設備設置水洗化貸付あっせん規則 

  ○平塚市公共下水道排水設備設置水洗化助成規則 

  ○平塚市公共下水道の共同排水設備工事費の助成に関する規則 

○平塚市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 

  ○建築基準法 

  ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

  ○水質汚濁防止法 

○消防法施行令 

○下水道排水設備指針と解説 (日本下水道協会) 

 

 

 


